
　
今
号
で
は
旧
表
糟
屋
郡
の
共
有
山

に
つ
い
て
ふ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、

別
の
機
会
と
し
、
今
回
は
道
路
に
つ

い
て
見
て
お
き
ま
す
。

　
道
路
法
は
、
旧
道
路
法
が
大
正
８

年
（
１
９
１
９
年
）
に
、
現
行
の
新
道

路
法
が
昭
和
27
年
（
１
９
５
２
年
）
に

公
布
さ
れ
ま
し
た
。
道
路
法
の
対
象

と
な
る
道
路
は
、
国
と
地
方
自
治
体

の
ど
ち
ら
が
管
理
責
任
を
負
う
の
か
、

そ
の
た
め
の
費
用
負
担
は
ど
ち
ら
が

負
う
の
か
、
な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
旧
道
路
法
の
成
立
は
、
自
動
車
が

普
及
し
始
め
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る

よ
う
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

百
科
事
典
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
に

は
、「
自
動
車
も
輸
入
さ
れ
始
め
ら
れ

て
、
旧
・
道
路
法
成
立
の
時
期
に
は
全

国
で
約
5
0
0
0
台
に
普
及
し
て
い

た
」
と
当
時
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
『
糟
屋
郡
志
』
に
よ
る
と
、
大
正
11

年
（
１
９
２
２
年
）
３
月
末
の
郡
内
各

種
車
両
の
数
は
９
９
６
３
両
で
、
３

戸
に
つ
き
２
両
と
い
う
割
合
に
な
り

ま
す
。
車
両
は
、
馬
車
（
乗
用
と
荷

積
用
）
、
牛
車
、
荷
車
、
自
動
車
、
人

力
車
、
自
転
車
、
そ
の
他
、
に
区
分

さ
れ
て
い
ま
す
。
自
転
車
は
、
福
岡

県
で
は
明
治
20
年
（
１
８
８
７
年
）
ご

ろ
か
ら
使
用
が
始
ま
り
、
明
治
21
年

（
１
８
８
８
年
）
に
県
税
雑
税
の
課
税

が
始
ま
っ
て
、
１
両
に
つ
き
年
税
額

が
３
銭
（
１
円
の
１
０
０
分
の
３
）
で

し
た
。
当
時
県
全
体
で
も
わ
ず
か
50

両
、
明
治
40
年
（
１
９
０
７
年
）
に
よ

う
や
く
七
十
余
両
で
、「
一
部
人
士
の

贅
沢
品
た
る
や
の
感
」
が
あ
っ
た
と

の
こ
と
で
す
。
お
金
持
ち
が
趣
味
で

持
っ
て
い
た
ぐ
ら
い
、
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
大
正
11
年
に
は

三
千
八
百
余
両
に
増
え
、
よ
う
や
く

「
軽
便
な
る
実
用
品
」
と
し
て
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

　
こ
こ
に
掲
載
し
た
写
真
は『
須
恵

町
誌
』一
〇
六
六
頁
収
録
の
も
の
で
す
。

　
玄
関
先
に
二
人
の
人
物
が

立
ち
、
腕
組
み
を
し
て
自
転
車

に
乗
っ
た
人
物
を
見
送
っ
て

い
ま
す
。
二
人
の
間
に「
須
恵

目
薬
」と
い
う
看
板
が
見
え
ま

す
。
自
転
車
に
乗
っ
た
人
物

は
目
薬
の
営
業
に
出
か
け
る

と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。
須

恵
目
薬
は
上
須
恵
に
あ
っ
た

田
原
製
薬
株
式
会
社（
大
正
８

年〈
１
９
１
９
年
〉12
月
設
立
）

の
商
標
で
す
。
ま
た
田
原
製

薬
で
は
須
恵
目
薬「
正

し
ょ
う
め
い
こ
う

明
膏
」

な
ど
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

　
自
動
車
は
、
大
正
４
年
（
１
９
１
５

188

ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美

大
正
13

年
刊
行
の『
糟
屋
郡
志
』を
読
む（
６
）
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年
）
に
糟
屋
郡
で
は
０
両
。
大
正
11

年
（
１
９
２
２
年
）
に
わ
ず
か
７
両
で

す
。『
糟
屋
郡
志
』
に
は
「
近
年
自
動
車

の
使
用
、
漸
次
盛
ん
に
し
て
、
郡
内

篠
栗
・
二
瀬
川
間
、
及
び
、
香
椎
駅
・

香
椎
宮
間
の
如
き
、
定
期
運
転
を
為

し
つ
つ
あ
り
。
そ
の
他
、
旅
客
及
び

貨
物
の
運
搬
に
之
が
使
用
、
漸
く
多

か
ら
ん
と
す
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
当
時
の
須
恵
村
を
見
る
と
、

　
乗
用
馬
車
　
０
、

　
荷
積
用
馬
車
　
49
、

　
牛
車
　
０
、

　
荷
車
　
２
６
３
、

　
自
動
車
　
０
、

　
人
力
車
　
１
、

　
自
転
車
　
２
７
５
、

　
そ
の
他
　
０
、

す
べ
て
合
わ
せ
て
５
８
８
両
で
し
た
。

人
力
車
は
医
者
が
往
診
に
用
い
た
も

の
と
想
像
で
き
ま
す
。
糟
屋
郡
内
の

自
動
車
７
両
の
内
訳
を
見
る
と
、
篠

栗
村
に
乗
用
・
貨
物
が
各
１
両
、
香
椎

村
に
乗
用
が
５
両
と
な
っ
て
い
ま
す
。

定
期
運
行
さ
れ
て
い
る
篠
栗
・
二
瀬

川
間
と
は
、
篠
栗
か
ら
八
木
山
峠
に

入
っ
て
南
蔵
院
の
先
に
な
り
ま
す
。

　
参
考
ま
で
に
大
正
４
年
（
１
９
１ 

５
年
）
４
月
発
行
『
全
国
自
動
車
所
有

者
名
鑑
』
か
ら
、
福
岡
県
の
自
動
車
所

有
者
を
上
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
福

岡
県
で
は
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
登

録
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
先
頭
に
「
ナ
シ
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
大
熊
浅
次
郎
は
戦
前
発
行
さ

れ
て
い
た
『
筑
紫
史
談
』
と
い
う
郷
土

雑
誌
で
活
躍
し
た
人
で
す
。

ナ
シ
　
福
岡
市
東
中
洲
町
二
五
六

　
　
　
堀
　
勇
助

同
　
　
同

　
　
　
大
熊
浅
次
郎

ナ
シ
　
福
岡
市
福
岡
橋
口
町
六
一

　
　
　
細
川
五
郎
平

　
福
岡
県
全
体
で
３
台
で
は
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
が
営
業
し
て
い
た
と
も

思
え
ま
せ
ん
。
燃
料
は
い
っ
た
い
ど

う
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

 
 

な
お
、
東
京
府
（
当
時
）
に
は
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
一
番
か
ら
五
四
〇

番
ま
で
あ
り
、
一
番
が
銀
座
の
明
治

屋
、
三
番
が
日
本
橋
の
三
越
呉
服
店

で
す
。
三
越
は
社
名
に
ち
な
ん
で
三

番
を
手
に
入
れ
た
と
の
こ
と
。
当
時

は
車
両
を
入
れ
替
え
て
も
番
号
が
変

わ
ら
な
い
の
で
、
明
治
屋
は
常
に
一

番
と
し
て
有
名
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

   

さ
て
、『
糟
屋
郡
志
』
に
戻
っ
て
国
道

に
つ
い
て
見
る
と
、
糟
屋
郡
内
を
通

る
国
道
は
一
本
で
、

「
国
道
　
東
京
市
（
当
時
）
よ
り
福
岡

県
庁
に
達
す
る
路
線
の
内
に
し
て
、

席む
し
ろ
う
ち内
村
大
字
久
保
字
花
見
の
宗
像

郡
々
界
よ
り
起
こ
り
、
新
宮
・
和
白
・

香
椎
・
多
々
良
の
各
村
を
経
て
、
箱

崎
町
宮
の
前
に
於
い
て
筑
紫
郡
堅
糟

町
大
字
馬ま

い
だ
し出
に
通
ず
。
距
離
四
里

二
十
四
町
。
」

と
あ
り
、
現
在
の
国
道
３
号
に
当
た

り
ま
す
。
た
だ
し
路
線
は
変
更
さ
れ

て
い
て
、
た
と
え
ば
旧
国
道
３
号
の
う

ち
、
福
津
市
と
福
岡
市
東
区
の
間
は

現
在
国
道
４
９
５
号
と
な
っ
て
い
ま

す
。
旧
道
路
法
で
は
国
道
２
号
で
、
新

道
路
法
で
国
道
３
号
と
な
り
ま
し
た
。

 
 

ま
た
糟
屋
郡
内
を
通
る
県
道
は
５

路
線
で
す
。

「
一
、
篠
栗
県
道
　
福
岡
市
よ
り
京
都

郡
行
橋
町
に
達
す
る
路
線
の
内
に
し

て
、
箱
崎
町
大
字
下
臼
井
二
股
瀬
よ

り
起
こ
り
、
仲
原
、
大
川
、
勢
門
の
諸

村
を
経
て
篠
栗
村
字
山
伏
谷
に
於
け

る
嘉
穂
郡
界
迄
、
距
離
三
里
三
十
三
町
。

　
二
、
宇
美
県
道
　
福
岡
市
よ
り
本

郡
宇
美
町
に
達
す
る
路
線
に
し
て
、

篠
栗
県
道
の
二
股
瀬
よ
り
分
岐
し
、

志
免
村
を
経
て
宇
美
町
八
幡
宮
前
迄
、

距
離
二
里
七
町
。

　
三
、
箱
崎
停
車
場
道
　
箱
崎
八
幡

宮
前
の
国
道
よ
り
分
岐
、
箱
崎
停
車

場
に
達
す
。

　
四
、
篠
栗
停
車
場
道
　
篠
栗
県
道

よ
り
分
岐
、
篠
栗
停
車
場
に
達
す
。

　
五
、
香
椎
停
車
場
道
　
国
道
よ
り

分
岐
、
香
椎
停
車
場
に
達
す
。
」

 
 

停
車
場
は
鉄
道
の
駅
の
こ
と
で

す
。
三
・
四
・
五
は
い
ず
れ
も
短
距

離
の
よ
う
で
す
。
一
の
篠
栗
県
道

は
、
江
戸
時
代
の
篠
栗
街
道
（
金か

な
い
で出
道

ま
た
篠
栗
道
と
呼
ば
れ
た
）
と
重
な

り
合
う
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
在

で
も
旧
国
道
２
０
１
号
線
（
福
岡
・
行

橋
間
）
に
並
行
し
て
旧
街
道
が
部
分

的
に
残
っ
て
い
ま
す
。
な
お
現
国
道

２
０
１
号
（
福
岡
東
バ
イ
パ
ス
）
の
建

設
に
伴
い
、
旧
国
道
２
０
１
号
は
県

道
６
０
７
号
に
名
称
が
変
更
さ
れ
ま

し
た
。

正
誤

　
前
回
、
表
糟
屋
（
糟
屋
郡
北
部
）
と

裏
糟
屋
（
糟
屋
郡
南
部
）
と
し
た
と
こ

ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
糟
屋
（
糟
屋
郡
南

部
）
と
裏
糟
屋
（
糟
屋
郡
北
部
）
に
訂

正
し
ま
す
。

自動車取締規則（警視庁）に示す

ナンバープレートのモデル。

番号だけで東京という表示はな

い。

（『全国自動車所有者名鑑』より）
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